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三田社会学第4号(1999)

「 不 確 か な 個 人 」

私的身体と公共空間

鈴木 智之

1.「 私的 な身体」が投 げ出 されている?

 「学級 崩壊 」 とい う言 葉で呼 ばれてい る現象が気 になって、い くつ かの レポー トや ルポル

タージュを読んでいる。

 授 業中であ るに もかか わらず 、ふ わ っと立 ち上が って歩 き回る子 がい る。 か と思 えばす一

っと教 室 を出ていって しまう。私語が飛 び交い、 ノー トを取 らない。友 だちに物 を投 げる。注

意す ると 「うっ とう しい」 「むかつ く」 と文句が返 って くる。 あるいは、 「ここつ まらない」 と

言って帰って しまう。

 教員た ちの視点 か ら 「崩壊」す る学級 の典型的 な姿 と して伝 え られるのは、おお よそ この よ

うな状況である。 もちろん、学校の 「病理」 を語 るこう した言説が 、 どこまで一般的な現実 を

示 してい るのか、その像が何 を代表 しようとして いるのかについて判断 は慎重で なければな ら

ない。 しか し、少なか らぬ教師の認識 において、教室の秩序 を成立 させ ることが次第に困難 に

なって きた こと、そ してその学級の 「崩壊」 または 「未成立」 とい う問題が 中学校か ら小学校

へ 、さらにはその低学年 にまで広がって きた とい うことだけは どうや ら間違いの ない ところだ

(秋葉 ・満田1998;今 泉 ・山崎1998;河 上1999)。

 で は、はた して何が 、この 「新 しい荒れ」 と呼 ばれ る事態 をもた らしているのか。あ るいは

逆 に、以前には どの ように して教室の秩序が支 え られていたのだろ うか。 こう した問い を立て

るところか ら、与え られた課題 に対する考察の糸口を探 してみたい。

 例 えば 、「荒 れる学校」 をテーマ と した座 談会の中で、 ひ とりの小学校 の教員 が こうい う報

告 をしている。

 高学年 を とってみ ます と(…  )教 師 に対 して直接 「うっせ一!」 とか 「バ ッカヤ ロ

ウ!」 とか、そ うい う言葉 を授 業 中に返 して きます。教 師 と して は授 業 に集 中 させ たい気

持 ちがあるわけです よね。で もその子 は一生懸命 ナイフで鉛筆 を削 ってい るわ けです 。鉛

筆 な らいい んだけ ど、 その うち割 り箸 なんか も削 るわけです。 「君 、先 生の授業 をや って く

れないか?」 と言 う と、 まあ一 回 目は何 とな く聞 くんですが、 まただんだ んは じめる。つ

まりやめ ない わけです。聞か ないわけです。 その うちこっち もつ い、「ち ゃん と前 を向け よ

う!」 とか荒 っぽいこ とを言 うんです。 そ うす る と、「先 生、いいん じゃないの?誰 にも迷

惑 かけてないん だか ら。おれ は好 きな ことや って んだか ら、いい ん じゃないの?」 って言
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特集1:自 由と秩序一主体としての個人の行方一

う ん で す 。(柿 沼 ・永 野 1997:34)

 教室 とい う空間の中に身を置 きなが らも、「誰 に も迷惑 をかけない」 ことを理由 に授 業へ の

参加 を拒否す るこの生徒 のふ るまいは、教師の立場か ら見ればそれ こそ 「迷惑」 であると言 え

るか もしれない。 しか し、与 えられた情報か ら推察する限 り、その教員側の理屈 をこの子に伝

達するのはおそ ら く容易 な作業ではない。それ は、彼が 自分 を教室 とい う場 の一員 として位置

づけていない ように思われるか らである。 この子 は 「生徒」 とい う身分で 「先生」の前 に存在

する ことを拒否 している。 したが って、 目前の人間が 「教 師」 として 自分 に向けるまなざ しが

あ らか じめ無化 されている。R. D.レ イン(Laing 1961)の 言い方 を借 りれば、「他者の他

者」 として、つ ま り他者 の まなざしに対 して意味あ るもの としてそ こに存在 しようとは してい

ないように見えるのである。

 む しろ彼は、家で、自分の部屋で一人遊びを しているのと同 じような構えで教室の中にいる。

少な くとも、そ うした状態 に引 きこもろうとす る姿勢 で周 囲の状況に相対 していると言 えるだ

ろ う。そ う考えれば、彼 の最後 の台詞 も少 しだけ理解で きる ものになる。 「誰 に も迷惑 をかけ

ていないんだか ら好 きな ことをやっていいではない か」。 これは、私 的な空間 ・私 的な時間の

中で発せ られ るならば、確か に正当な理屈であ る。逆に見 れば、教室で教師 と相対す るとい う

ことはそう した私的な場にいるのとは違 う公的な関係に組み込 まれ ることなの だという認識が、

この発言 か らはきれいに脱落 している。彼 は、教室 とい う(本 来公的であるはず の)空 間に、

私的な存在の まま投 げ出 されてい る、あるい は私的な身構 えの まま自分 を承認 して欲 しがって

いる。そ うい う印象が この報告からは伝わって くる。

 ここで、一人の小学生 についての報告 をと りあげ、あれこれ と言語化 しようとしているのは、

そ こにある種の典型性 を感 じるか らである。小学生や中学生 に限 られない。社会 関係の様々な

文脈 で、同 じような印象を与 える場 面に遭遇す ることが多 くなっている。それは、一言で言え

ば、場違 いな身体が露出 している、 とい う感 じである。

 私た ちは 日常的に私的空間 と公的空 間 とを往復 しなが ら生活 を送っている。そ して、それぞ

れの場面 に応 じて少 しずつ異 なる構 えをと りなが ら、他者 との関係 を作 っている。 この時、他

者 に対す る 「構 え」 は意識的 なレヴェルにおいてのみ生 じるわけではない。他者 に相対する姿

勢 は、文字 どお り 「身構 え」 と して、身体的な所作 の中に現れてお り、そのモ ー ドの切 り替 え

も、 自覚的 な操作以前 の レヴェルで行 われ るこ とが多 い。ブルデ ュー(Bourdieu 1980) の

言葉 を借用 して、それを 「ハ ビ トゥス」の切 り替え と呼 んでもいいだろ う。 ブルデューに よれ

ば、「ハ ビ トゥス」 と 「場」 とは、相 対的に自律 しなが らも常 に連動 して作動 する二つの構造

化 のエ イジェ ン トであ り、「場」 に応 じて異なるハ ビ トゥスが要求 され るのは当然 のこ とであ

る。 また逆 に、「場」 の構 成その ものが 「ハ ビ トゥス」 に依存す る以上 、制度 的な状況の定義

が先行 していて も、それに適 った 「身構 え」 を持って人々が参与 しないな らば、 そこにはその

名にふ さわ しい秩 序が成 り立た ない とい うことになる(鈴 木1997)。 私た ちは、会社や学校
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な どの公的 な空間 と、家庭や 自室 などの私的 な空間 とで は、 「ハ ビ トゥス」 のスウ ィッチ を切

り替えながら、それぞれの状況の定義に応 じた秩序 を構成 してい く。

 ところが、両者 は相対 的には自律的に形成 される ものであ るために、空 間ごとに分節化 され

ていたはずの 「場」 と 「ハ ビ トゥス」の関係が うまくかみ合わず、その状況 に対 して違和感 を

醸 し出すような身体が露になって しまうことが ある。そ う した状態 のひ とつの ヴァリエ ーシ ョ

ンと言 って よいのだ ろう。 「私的 な身体性」が 「公的であ るはずの空間」 に、無防備 な形で、

あるい は攻撃 的な とげ とげ しさをもって現れ て しまってい る。 そ うい った 「感 じ」 を生活の

様々な場面でおぼえるのである。

 例 えば、 コンビニな どの店で買い物 をす る時。店員は確 かに よく教育 されていて、そこそ こ

礼 に反 しない言葉づかいで接客 している。 ところが しば しば、それ とは別の次元で、客 に対す

る店員の物腰(と 、私が思 いこんでいる もの)と は何 とも異 質な身構 えを感 じて しまうことが

ある。あ るいは、電 車の中で床 に座 り込んで しまう中高生たち。彼 ら ・彼女 らの姿勢 に感 じる

違和感 は、逆に、 これ まで電車の中に積 み込 まれて来た人々が暗黙の秩序 を作 り上 げる中で培

って きた一種の身体文化の所在を明 らか にする。

 いずれ も、善 い とか悪 い とい うよ うな判 断以前 の問題 である。 しか し、「場 の認知(状 況の

定 義)」 とそれに伴 うある種の身体性 への予測(こ うい う場面では こうい う身構 えの人間が登

場す るだろうとい う予測)が 、現実に現 れる他者の身体に裏切 られるとい う経験 は、そのつ ど

かすか な不安 と警戒心 を呼 び起 こす。意味づけ られ た特定の社会的状況が、それに応 じた体つ

きや 身ごな しを含みこむ形で成立 していない時 には、私たちの基礎的安全の感覚が揺 らぎ、他

者 の存在 はそれだけで少 し脅威 になるのであ ろう。少 な くとも、身体の レヴェルで状況の共有

性が確保 されていない場合、その他者 と向 き合い関係 をとるため には相当のエネルギーが必要

となる。

 もちろん、こ うした断片的で私的 な印象か ら一般 的な状況認識へ と飛躍す るの は、手続 きと

して乱暴にす ぎる。 しか し、大把 みな仮説 と して次の ように言 うことはで きないだろうか。今

この社 会では、様 々な生活の場 面で、状況の定義に応 じた身体的共同性 を維持す ることが困難

になってお り、いたるところで設定 された場 の構造 と持 ち込 まれた身体 の所作 とが フリクシ ョ

ンを起 こしてい る。 と りわけ 「公的 な空間」 において、その制度的な布置 に見合 った身構 えが

調達 されず に、 「私的 な身体」が随所 に露 出 して しまう。 そ して、 それが学校 とい う場 におい

て最 も極端 な形で現 れ、基礎 的 な秩序の成立が危 う くなってい る。つ ま り、「学級崩壊 」 と呼

ばれ る現象 は、 「場」の構造 と 「ハ ビ トゥス」の形式 とが著 しくズ レて しまったところに生 じ

ているのである、と。

2.「 集団的身体」の解体

 ことさらフーコー などを持ち出す まで もな く、学校 は身体規律 の形成 に重 きを置 いた制度で

あ る。 「気 をつけ 一前へ な らえ」 とい った身体動作 の規格化 は言 うまで もな く、毎朝定 時に起
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きて通学す るこ とか ら、一定 の時間同 じ机 に向かって座 り続け、 まな ざしを一定方向に向ける

とい うようなこ とまで、学校生活 は身体 レヴェルでの集合的規律 の獲得の上に成 り立つ もので

あ った。芹沢俊介の言葉 を用いれば、その秩序 は 「集団的身体」 を土台 と して組 み立て られて

きたのであ る。 ところが、 どうや ら今、その集合的秩序 の枠組 みが子 どもたちの体 をうまく取

り込む ことがで きな くな り、「個別的な身体」 が露 出 し浮動 し始めてい るら しい。その帰結 と

して、例えば、「登校拒 否あるいは不登校」 が急速 に増 大する。芹沢に よれば、それは 「集団

的 な身体に合わない体が出て きた、そ れ も大量 に出て きた」 ことの証であ る(芹 沢1998)。

「学級崩壊」 とい う現象 も、 これと同様の文脈の中で見 ることがで きるだろう。

 こう した現 象 を、発達心理学 的な視点か らとらえて 「基礎的 な発達課題 の未達成」 と見 なす

ことは もちろん誤 りではない。 しか し、そこか ら例 えば、「学校 は変わっていないのに、子 ど

もたちの未熟 さが増 してい る。子 どもたちの対人的能力 の未形成は学校以前 の養育環境 の劣悪

化 に帰因 してい る」 という認識だけが導かれ るとすれば、 それ は危険な一面化 であ る。少な く

とも一 方で、既存の学校 的秩序 の正統性 を支 えてい た諸条件が失 われ、 「場」 の構造化 の力 が

衰退 しているこ とを認識 しなければな らない し、それ以上 に、場 面毎 の秩序の未成立の背景 に

おいて、学校 と子 ども、集団 と個人の関係の枠組 みそれ自体が揺 らいでいるこ とを見 なければ

ならない。

 精神医学者 ・中沢正夫は 「安心感づ くりの変化」 と題 したエ ッセーの中で、人が生の不確定

性 に対処する上 で欠かす ことので きないく安心 感づ くり〉の作法が大 きく変わ りつつあるので

はないか と論 じてい る。そ こで 中沢が示す ひとつの論点 は、 「集団への所属」が 「安心感の基

礎」 にな りが た くなってい る、 とい うことにある。 それ によれば、かつて は 「会社 で も、サ ー

クルで も、研究会 で も集団に所属す ることは限 りない安心感 をもた らし」ていたのであるが 、

今 はむ しろ、集団が課 して くる規 範や秩序 に縛 られる と、 それに よって 「自己が消 滅 しそ う

に」感 じられ、集団への帰属 はむ しろ不安 を増幅す る原 因 となってい る(中 沢1997)。 もち

ろん、 こうした臨床的考察 をどこまで社会学的 に一般化すべ きであるのかはかな り難 しい。 と

は言 え、一 定層 に見 られ る傾 向 と して、 その成員 に基礎 的 な安心 を与 え るはず であった集団

(例 えば学校や家族)に 、子 どもたちが 「居場 所(安 心 して帰 属で きる場 所)」 を見いだ しが

た くなっていることを否定 できないだろう(佐 藤1997)。

 何故 そうなのか とい う問題 にここで充分 な議論 を尽 くす ことはで きない。 しか し、その原因

がなんであれ、集団への帰属が安心感を生 むか どうかは、ひ とつの次元 として、集 団的生活の

場 面で どの ような身体性 が要求 されているのか 、さらにはその集 団生活が想定 する身体像 とそ

こに投 げ込 まれた個体の側の 身構え とが どの ようにかみ合 ってい るのか とい うこ とに関 わって

いる。

 極端 な想定か も しれないが 、軍隊 に帰属 するとい う状 況 を考 えてみ よう。揃 いの制服 に身 を

包 み、統一 された身体動作の反復の中で集 団的行動 を継続 してい く軍隊の生 活は、場合 によっ

ては、そこに所属する個人に限 りない安心感をもた らすか もしれない。 その時、 この安心 感は、

7



三田社会学第4号(1999)

文字 どお り身体の共 同性 に もとつ く存在論的安定の感覚に裏打ちされた ものであろ う。 しか し、

例 えば今の私が同様 の軍務 に服する とした ら、 その集合生活 の様式 を規律 の過剰 と感 じること

は間違 いない し、その生活が持続すれば 「自己が失 われ る」 という感覚 を抱 くか もしれ ない。

意識や意志の持 ち方の問題 もあるが、それ とは別の次元で、私の身体が軍隊的な共 同性 にな じ

めそうにない。そ してそれは、私一人の個人的な傾向ではないはずである。

 もちろん、学校 は軍隊 よりもはるか にゆるやかな規律の場である。 しか しここで も、制度が

暗黙の前提 として きた 「集団的身体」 と、そ こに持 ち込 まれた 「個別的身体」 とが大 きくか け

離れて しまえば、集合的秩序への適応が 「自己喪失」 の感覚 を伴いかねないとい う点にかわ り

はない。 こ うした状況 に対 して 、「学校 とは もとよ り社会性 を強制 する装置 なので あ り、子 ど

もたちが どれだけむずが って も、既存 の秩序 を前提 としてその規律 を教 え込 むことが役割 なの

だ」 と言 うのは確 か に正論で はあ る(河 上1999)。 だが 、集 団的秩序への順応が 自己存在 の

安定 感を もた ら しえない という現象は、おそ らく構造的条件 の相応の変化 に規定 された もので

あ り、そうであ るとすれば、これ を制度に対す る病理的 な逸脱 として扱 うのは適切 な対応では

ない。そ して、社会的な関係 の鋳型 と、諸個 人の備 えたハ ビ トゥス とがあ ま りに も隔 たってい

る中で、なお従来の制度的秩序 の実現 を要求するこ とは、 自発的な関係形成の基礎 となる身体

的安定の感覚 を欠落 させ ることに もな りかねない。私 たちはそ こに、身体文化 と社会構造 との

軋櫟 、あるいはその帰結 としての身体文化それ自体の危機 を見なければならない。

 一般に、文化 の中にはまさに身体 の次元で 「ひとの生 を象 る型」があ り、それが世代か ら世

代へ と継承 され ることに よって、言語 的な知識 に先立つ 「生 の基本、生のベ ーシ ックス」 とで

も言 うべ きものが形作 られ てい く。鷲 田清一(鷲 田1998b)は こ うした認識 を示 した上 で、

近年そ う した 「身体 に深 く浸透 してい る智 恵や想像 力」 が伝 わ りに くくな り、「身体のセ ンス

が うまく働か ない ような状 況」が現れているのではないか、 と問いか けている。例 えば、 ピァ

シングや摂 食障害 とい うような形で、 自分の身体 に過剰 な負荷 をかけるような行動が浸透 して

い くのは何故 か。 それ は、 自分の体 に対する暴 力な しには自己の存在 を確 認す ることが難 しく

なっている ことの現れ なのではないか、 と。鷲 田に よれば、本来身体 とは自己がそこにあるこ

とを支 えて くれる土台 として、特 に意識す ることのない まま自分 自身を預けてお くことので き

る もの、そ うした意味 での 「自然」 な存在であ った。 ところが、その身体 に対す る無防備 な信

頼の感覚が失われ、絶 えず過剰な意識 を向け、その造形 に手 を加 え、輪郭 を確 認 し続けない と

安心 してい られ ない ような状況が生 まれつつあ る。彼 はこ うした状態 にある身体のあ りようを

指 して 「パニ ック ・ボデ ィ」 と呼ぶ。

 この 「パニ ック ・ボデ ィ」の出現、すなわち身体的存在 としての基礎的安定の感覚の欠如 も、

上述の 「集 団的 身体」の解体 とい う現象 と深 いつ なが りを持 ってい るだろ う。集 団への帰属が

 「安心 感づ くり」の手段た りえたの は、その集 団生活 における関係の枠組 みが人々の身体的所

作 に一定の 「型」 を与 え、同時にその体つ きをベ ースと して相互の関係が整序 されていたか ら

であ る。そこでは、社交の型がひ との生 を象る身体の型に接続 し、 「身体の社会性」(鷲 田)を
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与 えるこ とが可能 になっていた。集合的秩序へ の帰属が個体 に存在の安定感を もた らすために

は、こうした二つの型の循環的な接続が必要 なのだと言 えるだろう。

 ところが、何 らかの理 由で、身体 を社会 関係の中に包摂 し、社会関係 を身体的相互性の上 に

支 えることが難 しくなってい る。それ によって、「関係 する こと」 が 「自己の安心 の感覚」 に

結びつ きに くくなっている。社会的に存在す ることが、 自己を身体的に 「落 ちつかせ る」 ため

の手段 とな りえな くなっているのである。

 現在 、身体 は一方において、 ます ます 公的 な監視 と管理 の対象 にな りつつあ る。医療制度や

保健制 度は、個 々の身体に対す る社 会的統制の まなざしを向け、その 「規格化」 に大 きな力 を

及ぼ している。 しか し、そ うした身体の 「公共化」は、他方でそれ を私 的な所有物 と して 「個

人化」す るプロセス と連動 している。鷲 田の言 うように、個 々人は、「身体 を 自分 の もち物 で

あ るかの ように扱」 い、「物の ように 自由にデザ インした り、商品の ように売 り買 い した り」

しようとしてい る。 この公共化 と私秘化 の二極分裂の中で脱落 してい くものは、他者 との関わ

りの中で調整 され、造形 されてい く、相互的 な身体性 一 「インターボデ ィ」(鷲 田1998b)と

い うあ り方 一である。

 か くして、集 団生活の枠組 み と社会関係 のプロセスが身体 を飼い慣 ら し方向づ けるための装

置 として うまく機能 しえな くなっている状況があ り、その対 として、個々人が 自分の体 を自分

一 人の所有物 として コ ン トロール しなけれ ばな らない とい う事態 が生 じてい る。 「集団的 身

体」の鋳型 か らはずれた後で、体 は私的に管理 され るべ き物 とな り、個々人の 自己処理の対象

として構 成されるのである。

3.他 者 とともにあることの困難

 ここに論 じて きた ような 「集合 的身体 の解体」あるいは 「身体の社会性の喪失」 とい う事態

は、社会生活の 中で 「他者 とともにあるこ と」 を困難 に してい るように見える。一般に、対人

関係 を調整 してい くための技術は、かな りの程度 まで身体的 な共同性 に根 ざ してお り、相互作

用が身体の共振性 に裏打 ち されていない状況 においては、明示的な規則 に もとつ く関係が破綻

した場合 に、これ を補 って再秩序化す ることが難 しくなって しまうか らである。

 言 うまで もな く、他者 と関わ り合 うとい うことは、常 に一定の リス クを伴 っている。他者 は

規則 に背 くか もしれない し、「私」 の予期 に反 した行動 を とるか も しれ ない。 しか し、 こう し

た偶発性 をは らみなが らも、私たちは多 くの場 面にお いて、予期 の破綻 を補い なが ら関係 を調

整す るための様々な技術 を用い、秩序 を再構 成するこ とがで きる。 しか しおそ ら く、そう した

関係 の再秩序化 の技法 が うま く機能す るためには、そ こに関わる人 々の 「身体 的な構 え」 が

「相互調節的なモー ド」 に入 っていることが必 要である。互いの行動が相手の予期 に対 して不

調和であ った り、不確定であ った りして も、おのおのがその関係 を調整 しようと身構 えてい る

場面で は、人はその リスキーな状況 にさほど恐 れ を抱 かず に関わってい くことがで きる。逆 に

そ うした再調整 的なハ ビ トゥスが作動 していない場面 では、他者 との関わ りは著 しく 「不安」
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な ものになるだろ う。一定の規則や情報 にもとつ く私の予期が裏切 られた時に、その後 に生 じ

る事態 が 「私」 の安全 を保 障 しない ように感 じられるか らである。(例 えば、た くさんの人が

行 き交 う街路 を歩 いてい く時、「私」 がすれ違 う人の反応 を読み違 えて、ぶつか って しまった

り、肩が触れて しまった りす るか もしれない。そ う した状況 の中で も、比較 的安心 して歩いて

いける場合 と、それが不安 を誘 う場合 とがあ る。それは、私 たちが、行 き交 う人々の 「身体的

な構 え」 を読み と り、万が一衝突 して しまった後 にその修復が可能であるか どうかを予測 して

いるか らではないだろうか。)

 子 どもたちについて(あ るいは大人たちについて も)し ば しば指摘 され る過剰 な 「傷つ きや

す さ」 について も、 この身体的 な相互性 のあ り方 と結びつけて論 じられ るべ き一面があ る。例

えば、端か ら見れば何 で もない ような一言が 自我の弱い部分に突 き刺 さ り、ひ どく傷つ け られ

た ように感 じて しまう。あるい は、 自分 の期待 したとお りの行動 を相手が とって くれない と、

それがほんの小 さなことで も気 になって、心理 的なダメージ として尾 を引いて しまう。 こう し

た、対人的なヴァルネラビリティの高 ま りは、相互の関係 を緊張感に満ちたものに変えてい く。

ここか ら、互い に相手の まな ざしをモニ ター しあい、小 さな逸脱 に も神経 をとが らせる、ある

いは 「お互 いにバ リアー を張 って、 自分 を守 ろ うとす るようにな り、言葉一つ発す るに も、非

常に緊張する」(河 上1999:34-35)と い う状態が生 まれる。

 こうした現象 は、身体的な次元での安全の感覚 の欠如 と、関係の再調整 の可能性 に対する基

礎的 な信頼の欠落 か ら生 じている ように思われる。例えば、廊下ですれちが った友 だちが 自分

の ことを気づかず に通 り過 ぎて しまった という場面 を考 えてみる。 この時 、「お～い、無視 す

るなよ」、 「あ、 ごめん、気がつかなかった」 とい うようなや りと りが とっさに交 わされれば、

「行 き違い」はその場 で補修 されて しまう。 この時、 こうした 「関係 の修復」 を可能 にす るの

は、理性的 な判 断 とい うよりも身体化 された瞬時の反応 である。 ところが、そこで とっさの一

言がでてこない。それがで きないか ら、「無視 された」 とい う経験 が、あ る種 の不快感 を持 っ

て とどこお り、潜在的に過剰 な意味 を帯 びて しまう。相互作用 の中ではいつで も生 じうるよう

な 「行 き違い」が、その関係の 中で処理 されず、個体の内面 に 「不安」 を累積 してい く。 こう

して、関係 を再調整 してい く身体的技術 が うま く作動 しない ような場面では、他者 との関 わ り

が、いつ なんどき自分 を傷 つけるか もしれない危険 な経験 とな り、他者 とともにあるこ とが ひ

どく厄介なことの ように感 じられて しまう。

 おそ ら く、「ひきこも り」 と呼ばれ る現象 もまた、 こう した相互身体的 な状況 を前提 として

生 まれ るもので ある。 自分の部屋 に閉 じこもって、学校へ も行かない、家族 とも顔 を合 わせ な

い とい う行動が なぜ生 まれ るのか。それ を十分 に解 き明かす ことは もちろん容易ではない。 し

か し、 日常的な社会 関係が上述の ような リス クにみち、他者 との関わ りが疲労 と不安 を累積 さ

せ てい くような構造 を持 っている とす れば、 どこかで他 人 との関わ りか ら全面的 にリタイアせ

ざる をえない とい う事 態が生 じるの も、決 して理解 のお よば ないこ とでは ない(斉 藤1998;

島田1997)。
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 またここで、 「危険 な関係」 か ら身体的 な次元 で撤退の戦略 を とるこ とを指 して 「ひ きこ も

り」 と呼ぶ な らば、教室 にあって、一人割 り箸 を削 り、 「教 師」の介入 を拒否す る とい う姿勢

も、一種 の 「ひ きこ もり」の形 として見 ることが で きる。そ して、 「ひ きこも り」 とい う現象

が、多 くの場合 には単 なる無気力 の現れではな く、対 人的関係 を求めなが ら もその関係 に傷つ

いて しまうことの結果であ るとす るな らば、 「私的 な身体」 に立て こ もって公的 な関係 を遮断

して しまう子 どもの態度 も、一概 に精神的な 「未熟 さ」や 「幼 さ」 と言 って済 ます ことはで き

な くなる。 そこには、人々が身体的 な安全の感覚 をもって他者に向かい合 うための条件 が欠 け

落ちているか もしれないのだ。

4.「 不確 かな個人」

 あるいはむ しろこう言 うべ きか も しれない。 人が他者 と向かい合 うとい うことは潜在的 には

常 に困難なこ となのであって、 もしそ う感 じられてこなか った とすれ ば、それ は、そこに生 じ

るはずの 「危険」 を回避 した り隠蔽 した りする ような何 らかの装置が働いていたか らなのであ

る、 と。 こう した見方 に立てば、「集 団的身体」の獲得 も、個人の体 を安全 な型の 中に封 じ込

め ることに よって、相互の他者性 を不可視化 して しまうひとつの手段 だったのだ と言 えるだ ろ

う。そ うである とすれば、その鋳型が壊 れ、覆 いが はず されて、個人的身体が露 出 して しまう

とい う事態 も、一面的 にネガテ ィヴにとらえるこ とはで きな くなる。 む しろ問題 は、そこに浮

上 して きた 「個 人的身体」 が、他者 に向 き合 い、わた り合 うだけの新 たな身構 えを学べず にい

る、 とい うことにある。

 これを、相互身体的な次元での公共性 の再定義の問題 として受 け止め ることはで きないだろ

うか。

 「公共性」 あるいは 「公共空間」 とい う言葉の中には、人 と人 とが互いに他者 として関係 し

あわねばな らない場所 とい う意味合 いが込 め られている。 つ ま り、「公共」 の空間では、人は

他 者 との関係を強い られているのである。 「私 的空間」 においては個 人が(他 人に迷惑 をかけ

なければ)自 分の好 みに もとついて何 を して もいい し、人 と関わ りを持 たない とい う選択 をす

る こともで きる。 これに対 し、「公共 空間」 では、思想 も趣味 も感性 も違 うか もしれない他人

と出会い、嫌で も関わ りを持たざるをえない。

 当然、 こうした空 間が成立するためには、様々なルールが必要になる。 しか し、明示的 な規

則 だけでは社会秩序 を存続 させ るこ とはで きない。 「公共空 間」 において社会関係が生 まれ、

継続 してい くためには、その関係性 に見合 った身体 的な構 え、パブ リックなハ ビ トゥスが要求

される。 しか し、今 、その 「公共空 間」その もののイメー ジ、 とりわけ、その関係 の中で立ち

居振 る舞 う身体の イメージを描 くことが思いの ほか難 し くなってい る。それが、「他者 ととも

にあること」 をことさら厄介 な作業 にしているように思われるのである。

 先 に見た ように、 これ まで学校 とい う制 度は、「集団的身体」 の構 成 によって相互の同調性

を確保 し、存在の個別性 を型 の中に封 じ込める ように して他人同士の関わ りを可能に して きた。
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ところが、その 身体 と関係 のモデルが ここに来 て機能不全 を起 こし、 これ まで に要求 されて き

た社交の型が受 け入れ られな くなっている。 しか し、そ うであればこそ、私た ちは今、学校 と

いう場 をあ らためて 「公共空 間」 と して定義 し直 し、それ に見合 った新 しい 「身構 え」 を獲得

し直 さねばならない段階 にある。

 もちろんこれ は決 して容易 な課題で はない。 あるい はむ しろ、い くつ もの要因 によって、私

たちはます ます 「公的 な関係性」の イメージ をつかみづ らい状 況に追い込 まれてい るのか もし

れない。(例 えば、情報環境 を考 えてみる。公共性 を持 ったマスメデ ィア と私秘 的な性格 を持

つパ ーソナルメデ ィアとの二元的な構成 は、 インターネ ッ トをは じめ とす る新 しい電子メデ ィ

アの浸透 によって、 ます ます曖昧な ものになっている。 イ ンターネッ トが新 しい公共圏の構築

に向かうのだ とい う議論 は随所でな されてい るが、そ こに立 ち上が る公共空 間は私的空間 との

間に明確 な境界 を引 くことがで きるのだろ うか。)

 フラ ンスの社会学者 アラ ン ・エ ランベール(Ehrenberg 1995)は 、90年 代 のフランス社 会

における 「主観性=主 体性subjectivit驕v の分析 を試みる中で、公的秩序 と私 的秩序の境界設

定が崩れ、それ によって個 々人の 「自己の統治 gouvernement de soi」 に危機が もた らされ

ているという認識 を示 している。

 近代 フランス社 会 は、公共性 と私秘性の 区分 に関 して ひ とつの明確 な基準(「 共和 制モ デ

ル」)を 作 り上 げ、それは一方 で、個 人を私的関係への従属か ら解放 し、政治参加 に基づ く市

民 として主体化 する とともに、他方 では公共サー ビスの拡充 に基づ いて私的生活の改善 をはか

る とい う体制を作 り上げて きた。 ところが、戦後の高度成長(「 栄光の30年 間」)と それに伴

う消 費社会化 は、共和制的 な公私関係のモデル を掘 りくず し、80年 代にはそれが私 的欲望 と

企業家的精神の自己肯定 とい う形で現象化 して きた。 ところが90年 代 に入 ると、この 「勝 ち

誇る個人individu conqu6rant」 は後退 し、「苦悩す る個人individu souffrant」 が前景化する よ

うになる。それ は、公共性 とい う名の 自己制御の枠組 み を見失 って、私的な身体性の 中に投 げ

込 まれた個人が、対社会 的な主体 として 自己を定立す ることに困難 を覚えているか らだとエ ラ

ンベ ー ル は分 析 す る 。 そ して こ の 浮 動 す る 個 人 の像 を彼 は 「不 確 か な個 人individu

incertain」 と名づける。その 「不確 かな個人」の像 をとらえるために、エ ラ ンベ ールが着 目す

るの は、テ レビと ドラッグである。一方でテ レビはその公的な性格 を失い、私的な欲望 、私的

生活 の露 出す るメデ ィアとなってい く。 「不確 か な個人」 は、TV番 組 に登場 し、私生活(例

えば性生活)の 問題 を打 ち明け、公にそれ を証 言するこ とによって 自己像の再定義 を図る。他

方で ドラ ッグは、 ます ます私事 として扱 われ るようにな り、公的な統制 の域外 に逃れてい く。

「不確 かな個人」は ドラッグに依存 して、自己の身体像の再構築を試みる。

 もちろん、 フランス と日本 とでは、公的 なもの と私 的な もの との分節化 の様式が歴史的に大

き く異 なってお り、 このエ ラ ンベールの診断 をその まま日本社会 に輸入するこ とがで きるわけ

ではない。 しか し、公生活 と私生活 を結 んでい た近代的なモデルが無効化 し公共性の イメージ

が見失われる中で、個々人の自己像の構成が 困難 になっている とい うこと。そ して、その 自己
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統治の 困難 が、身体的次元 での 自己像の再定義 の要求 と して現 れてい る とい うこと。 ここに

「不確 かな個 人」の出現 を見る とすれば、双方 の状況 に一定の平行 関係 を認め、その概念 を私

たちの文脈 に転用することも可能になるだろ う。

 いず れにせ よ、「公共空 間」の中で 「他者 に向 き合 うための身体 の形」が見失われ、「私 的な

身体」 という形で しか存在の型 を見いだ しえな くなった時、個人一 「不確か な個人」 一は、他

者に対面 しわた り合 うための身構 えをとるこ とに苦慮 を強い られる ようになる。 これ もまた、

「公共空 間」がそれ に応 じた 「ハ ビ トゥス」 を包摂す る形で成立 しが た くなっている ことの ひ

とつの帰結である。

5.他 者に向 き合 うための身体?

 では、ここか ら 「主体 としての個人」 は どの ような形で再構成 されてい くのだろ うか。おそ

ら くそれは、私 たちが 「公共性」 をどの ように再定義 し、その場 にお ける他者 との関わ りにい

かな るイメージを与 えるのか、そ してそれがそこに参与す る諸個 人に どん な 「身構 え」 を要求

するのかにかかっているだろう。

 近年 、社会哲学 の次元 で精力的に展 開 されている、「リベ ラリズ ム」の再定式化の試みや、

「自己決定」の原理 を社会構想の基礎 に据 え直そ うとす る試み も、 「公共性」の再定義 に関 わ

るひとつの潮流 として位置づ けることがで きる。ここでその新 しい リベ ラリズムの思想を総体

と して見直すだ けの準備 はない。 しか し、 「自律」や 「自己決定」 を原則 として社会関係の再

定義が主張 されねば な らない文脈があ ることは十分 に理解で きる し、「価値の多元化 と正統性

の危機Jを 前提 とす るか らこそ、複数の価値原理(善 の構想)を 超 えた共生 のための規則 を

「正義」 として構想 しなければな らない とい うリベ ラリス トのモテ ィベ ーシ ョンにも共感すべ

きところが多い。

 に もかかわ らず、その リベ ラリズ ムの言説に、あ る種の 「空々 しさ」 を感 じて しまう一面が

あることも否定できない。その印象はいったいどこか ら来 るのだろうか。

 周知 のように、 コミュニ タリアンの リベラ リス トに対す るひ とつの基本的な批判 は、 リベ ラ

リズムが 自律 的決定能力 を持 った主体の存在 を普 遍的 に(あ るいは、状 況か ら切 り離 した形

で)想 定 して しまい、公共的な関係 を担 う主体 が どの ように形成 され うるのか を等 閑視 してい

るとい う点 に向 け られている。 コ ミュニ タリアニズ ムの立場 か らすれ ば、社 会的主体 としての

人間は、特定の政治的 ・道徳 的原理 に基礎づ け られ た共同体 的紐帯の 中で こそ陶冶 されてい く

のであ り、この社会化のエ イジェン トとしての共同体の役割 を軽視 した リベ ラリズムの思想は、

「正義 を無内容化 ・無力化す ると同時に、善を主観化 ・放縦化す ることによって、アノ ミー化

とアパシー化 を進行 させ、社会的 日常 を腐 食 させ る とともに人間的主体性 を貧困化 する」 もの

だ とされる。

 私 は リベ ラ リズムの構想が その内在的な帰結 として 「社 会的主体の貧困化」 を生む とい う議

論には同意す るこ とがで きない。 しか し、その社会構想に ひとまず 同意す ると仮定 して も、そ
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こに要 求 されて いる主体 像一それ は高度の倫理性 と、公共性の感覚 を備 えた主体である一をい

か に立ち上 げうるのか とい う問題 はや は り残 されてい くはずである。 これ に対 して、例えば井

上達夫 は、 「逞 しきリベ ラ リズムは、公共生活 ・政治生活 か ら私秘性へ の、アパ シー的退却 を

座視す る もので はない」 として、 「自省 的主体性の 陶冶 の条件 として、個 々人には私的領域 と

公 的領 域 との 間で の 「交 互 的関与 転換shifting involvement」 が要 求 され る」(井 上1999:

140)の だ と語 るのではあ るが、私の知 る限 り、公的領域 と私 的領域 とに往 還的に関与 してい

くその 「自省的主体性」 なるものが どのように形作 られてい くのか について、具体的 なヴィジ

ョンが示 されているわけではない。

 しか し、そ うであるか らとい って、ただちに リベ ラリズム を排 して、 コミュニ タリアニズム

に与すべ きであ るとい う帰結が導 き出 されるわけではない。共通の価値原理(善 き生の構想)

にもとつ く共 同体的 な関係性 の回復 とい うコミュニ タリアンの構想 は、 もはや選択 的な形で し

か(つ ま り、そこに帰属 したい人間だけが 自発 的に集 まって形成す る とい う形 で しか)実 現 し

が たい ものであろ うし、 さもなければきわめて抑圧 的な社会 を作 るだけの ことだ、 と考 えざる

をえないか らである。 また、そのシステムに見合 うだけの主体が未形成 であ るか ら決定 の権限

を付与 しない という考 え方 は、「近代 的 自我が未成熟 だか ら制 度の近代化 がはかれ ない」 とい

う議論 に似て、多 くの場合 に悪 しきパ ターナリズム に陥るばか りであ る。 もとより、具体 的な

選択 の機会 とその経験 の累積が ない ところに選択能力 を持 った主体が酒養 されるはず もないだ

ろう。

 いずれにせ よ、私た ちはすでに、複数の異なる考 え方 ・感 じ方が並立 し、様々な問題 に関 し

て容易には単一の合意 を形成 しえない ことを前提 としなければな らないところ に立た されてい

る。 この時 、「最終 的に」 その 問題 に直接 に関 わる当事者 の意志 を最大限 に尊重す ることをも

って 「自己決定」 と呼ぶ とすれば、その原則に訴えるこ とで複雑 な状況 に対処す るとい う考 え

方 はしご くまともなものだと私 には思 える。

 しか し、誰 が決定す るのか を決定す るだけでは、実質的 な問題の大 半は手つかずの ままに取

り残 されて しまう。 い ささか議論 を倭小化す るこ とになるか もしれないが、 「自己決定権」 に

せ よ 「リベ ラリズム」 にせ よ、その考え方か ら導 き出されるのは、意志決定の手続 きに関わる、

いわば消極的な社 会制御の原則 にとどまる もので はないだろ うか。 リベ ラルな社会が制度の水

準で保証す るものは、 「誰が何 を決定 しうるのか」 とい う責任帰属 の範 囲 と、複 数の意志が対

立 した場合 にそれがいかなる手順 に したがって相互調整 されてい くのか とい う手続 きのあ り方

に限 られている。 当然の ことなが ら、 リベラルな決定の システムは、その帰結 の中身 について

何一つ積極 的に言及す るものではない。 したがって、 リベ ラルで(あ るが故に)豊 か な社会 も

あ りうるかわ りに、 リベ ラルだけ ど(ま たは、そ うであるが故に)悲 惨 な社会 もともに可能に

なる。

 そうであればこそ、ひとまずは、誰が選択するのか(最 終的な決定権が誰に帰属するのか)

という問題と同時に、その決定がいかなる状況の中で、どのような関係性に支えられているの
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かが大 きな意味 を持 って くる。 あるいはそれ以前 に、「自己決定」 の主張が、いか なる文脈 の

中で語 られているのかが問われねばな らない。

 話題 を戻 して、学校 のこ とを考 えてみ よう。 「問題」 の噴出する学校 とい う場 を制度 として

どの ような方向 に改革 してい くべ きであるのか とい う問題 に対 して は、様 々な立場か ら議論が

提起 されてい る。その中で、学校 をもっ と選択的 に関与 しうる、流動的で可塑 的なシステムへ

と改造すべ きであ るとい うリベ ラリス トサイ ドか らの提案 がある。(大 きな選択肢 の レヴェル

で言えば、私 はこの考え方 に賛成で きる点が多い。例えば、学級 とい う固定 的な枠組み をはず

して、教室への参加 を選択 的にするだけで も、「い じめ」 をは じめ とす る多 くの問題 に対処 し

やす くなるはずである。)

 しか し、生徒個人の選択の可能性 を広 げ、自己決定の範域 を拡大す るとい うこの構想 は、 と

もすれば学校 をます ます没 関係的で、貧弱 な社交の場へ と衰弱 させ て しまう。 とすれば、個人

毎の選択肢の拡大 とい う方向への改革 は、他方で、学校 を 「公共的な空間」 として定立 し直 し、

そ こに関係性 を回復す るための(お そ ら くは、はるか に困難な)努 力 を伴わねばな らない だろ

う。 「不確 かな個人」 の群が、厄介 な関係 を回避す るための便法 と して 「自己決定」 を口 にす

る ような状況で は、 「教師」対 「生徒」 とい う基本的な関係の枠組 みす ら成立 しな くなって し

まうか もしれない。 その 「自滅的 な解体」 のシナ リオをどうすれば回避す ることがで きるのだ

ろうか。

 私たちはこれか ら、嫌で も 「価値観」 を異 にす る他者 と関わ り合 い、合意 を作 れず に、や む

な くそれぞれの 「自己決定」 に委 ねるとい うような場面 に数多 く遭遇 していか ざる をえない こ

とになるだろ う。求 め られ るべ きこ とは、その リスキーな関係 の中で他者 に相対 して相互の意

志 を調節 してい くための ノウハ ウ(自 己決定 を支援す る関係性)で あ り、それ を支える制度的

なセ ッテ ィングであ り、 さらには不快 な他者に対 して も容易 に退却 しない 「身構 え」 の強 さで

ある。学校 は、その 「他者 に向かい合 う身体」 を獲得す るための レッス ンの場 と して空間の再

定義 を行わねばな らない。そのための具体的なプログラムを検 討するこ とは、本稿の範 囲を大

きく超 え出ている。 しか し、おそ らくそれ は、私たちが どの ような場所で、 どんな姿勢 で、ど

んな声 を発 して他者 に相対 しているのか を再点検 するこ と、文字 どお り 「身体技法」 の次元で

関係のイメージを作 り直す ことか らしか始め ることがで きないのではないだろうか。
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